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▔国
民
年
金

国
民
年
金
保
険
料
の
改
正

　
平
成
30
年
４
月
分
〜
平
成
31
年
３
月
分

の
国
民
年
金
保
険
料
が
次
の
と
お
り
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

▼
新
し
い
保
険
料
（
月
額
）

・
保
険
料　
　
　
　
　
１
万
６
３
４
０
円

・
4
分
の
１
免
除（
１
万
２
２
６
０
円
納
付
）

・
半
額
免
除
（
８
１
７
０
円
納
付
）

・
4
分
の
３
免
除
（
４
０
９
０
円
納
付
）

問
合
先　
市
民
課
☎（
275
）６
２
４
１
ま
た

は
堺
西
年
金
事
務
所
☎（
243
）７
９
０
０

国
民
年
金
保
険
料
の
退
職
（
失
業
）

に
よ
る
特
例
免
除

　
日
本
国
内
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
方
が
会
社
を
退
職（
失
業
）さ
れ
た
と
き

は
、
国
民
年
金
の
第
1
号
被
保
険
者
へ
変

更
と
な
り
、
保
険
料
の
納
付
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
し
か
し
、
退
職（
失
業
）に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
に
は
、
本

人
の
申
請
に
よ
っ
て
保
険
料
を
免
除
さ
れ

る
特
例
免
除
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
対
象
は
退
職（
失
業
）さ
れ
た
方
で
、
審

査
の
対
象
と
な
る
本
人
所
得
を
除
外
し
て

審
査
を
行
い
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ

れ
ま
す
。（
た
だ
し
、
配
偶
者
・
世
帯
主

に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
と
き
は
、
免

除
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
）

必
要
書
類
等

①�

年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
が
わ

か
る
も
の（
納
付
書
等
）

②�

失
業
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
公
的
機

関
の
証
明
の
写
し（
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
・
離
職
票
等
）

③
印
鑑（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は
不
要
）

申
請
・
問
合
先　
「
国
民
年
金
保
険
料
・

免
除
猶
予
申
請
書
」
を
市
民
課
☎（
275
）６

２
４
１
ま
た
は
堺
西
年
金
事
務
所
☎（
243
）

７
９
０
０
へ
提
出

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
る�

�

国
民
年
金
の
各
種
手
続
き

　
平
成
30
年
3
月
か
ら
、
国
民
年
金
の
各

種
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号
）
で
も
行
う
こ
と
が
可
能
に

な
り
ま
し
た
。

　
手
続
き
を
行
う
際
は
、
本
人
確
認
書
類

（
顔
写
真
付
き
の
場
合
は
１
点
、
そ
れ
以

外
は
２
点
）
を
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
市
民
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
４
１

▔税
路
線
価
を
公
開
し
て
い
ま
す

　
税
務
課
で
は
納
税
者
の
皆
さ
ん
に
固
定

資
産
税
の
評
価
に
対
す
る
ご
理
解
を
よ
り

深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
評
価
の
基
礎
に

な
る
路
線
価
を
公
開
し
て
い
ま
す
。

※
路
線
価
…
街
路
に
沿
接
す
る
標
準
的
な

画
地
の
１
㎡
あ
た
り
の
価
格

問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

地
価
公
示
価
格
の
閲
覧

　
平
成
30
年
の
地
価
公
示
価
格
が
国
土
交

通
省
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
地
価
公
示
価
格
と
は
、
国
土
交
通
省
が

全
国
の
標
準
的
な
土
地
を
選
ん
で
、
そ
の

適
正
な
価
格
を
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
す
る

も
の
で
、
税
務
課
・
市
役
所
２
階
行
政
資

料
コ
ー
ナ
ー
・
図
書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
平
成
30
年
度
固
定
資
産
課
税
台
帳
が
閲

覧
で
き
ま
す
。

　
閲
覧
す
る
場
合
に
は
、
納
税
通
知
書
や

運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の
が
必
要
で
す
。
な
お
、
代
理
人
等
は

こ
れ
ら
に
加
え
て
委
任
状
等
も
必
要
と
な

り
ま
す
。

　
ま
た
、
所
有
者
、
納
税
義
務
者
及
び
こ

れ
ら
の
者
か
ら
委
任
を
受
け
た
者
に
加
え

て
、
借
地
借
家
人
等
に
つ
い
て
も
、
そ
の

使
用
ま
た
は
収
益
の
対
象
と
な
る
部
分
に

限
り
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
を
閲
覧
す
る

市 役 所 か ら の  
お 知 ら せ
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こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
借
地
借
家
人

等
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
格
を
証
す
る
書

類
（
賃
貸
借
契
約
書
等
）
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

市
税
の
納
付
は
必
ず
納
期
内
に

　
市
税
は
市
の
財
政
運
営
に
お
い
て
大
切

な
財
源
で
す
。
納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金

等
が
加
算
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
平
成
30
年
度
の
市
税
の
納
期
は
表
の

と
お
り
で
す
。

　
な
お
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
並

び
に
軽
自
動
車
税
の
納
税
通
知
書
は
5
月

上
旬
、
市
・
府
民
税
の
納
税
通
知
書
は
６

月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
０
９
４

▔国
民
健
康
保
険

新
し
く
国
保
に
加
入
す
る
方
へ

　
新
し
く
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場

合
の
保
険
料
の
計
算
は
、資
格
取
得
日（
健

康
保
険
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
、
健
康
保

険
の
扶
養
家
族
か
ら
外
れ
た
日
、
転
入
日

な
ど
）
か
ら
で
す
。
こ
の
日
か
ら
14
日
以

内
に
資
格
喪
失
証
明
書
・
離
職
票
等
を
持

参
の
う
え
、
届
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

遅
れ
る
と
資
格
取
得
日
ま
で
最
高
２
年
間

さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
理
由
無
く
遅
れ

た
場
合
、
そ
の
間
の
医
療
費
は
全
額
自
己

負
担
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
平
成
30
年
度
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

16
〜
17
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
７
４

▔後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
し
た

▼
大
阪
府
平
成
30
・
31
年
度
の
保
険
料
率

　
年
間
保
険
料
（
限
度
額
62
万
円
）=

被

保
険
者
均
等
割
額
（
被
保
険
者
1
人
あ
た

り
５
万
１
４
９
１
円
）
＋
所
得
割
額
（
被

保
険
者
の
所
得
×
所
得
割
率
9
・
90
％
）

▼
保
険
料
の
軽
減

①�

世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保
険
料
の

被
保
険
者
均
等
割
額
（
年
額
５
万
１
４

９
１
円
）
が
表
の
と
お
り
軽
減
さ
れ
ま

す
。

②�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
前

日
に
お
い
て
、
会
社
の
健
康
保
険
や
共

済
組
合
、
船
員
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ

っ
た
方
は
、
当
分
の
間
、
所
得
割
額
は

課
さ
れ
ず
、
平
成
30
年
度
は
均
等
割
額

の
５
割
が
軽
減
さ
れ
、
平
成
31
年
度
以

降
は
資
格
取
得
後
２
年
を
経
過
す
る
月

ま
で
の
間
に
限
り
、
均
等
割
額
の
５
割

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
世
帯
の
所

得
に
応
じ
た
均
等
割
額
の
9
割
ま
た
は

8.5
割
に
該
当
す
る
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
軽

減
割
合
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
※
国
民
健
康
保
険
・
国
民
健
康
保
険
組

　
　
合
に
加
入
さ
れ
て
い
た
方
は
対
象
と

　
　
な
り
ま
せ
ん
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課
☎（
275
）６
３
９

２
ま
た
は
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
資
格
管
理
課
☎
０
６（
４
７
９
０
）２

０
２
８

お
知
ら
せ

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

平成 30年度　市税の納期限
対象税目 期 別 納期限

H30年 5 月31日全期前納
第１期分
第２期分

固定資産税
都市計画税

市・府民税

軽自動車税

（普通徴収）

第３期分
第４期分

第１期分
第２期分
第３期分
第４期分

全期前納

全　　期

H30年 5 月31日
H30年 7 月31日
H30年12月20日
H31年 2 月28日
H30年 7 月 2 日
H30年 7 月 2 日
H30年 8 月31日
H30年10月31日
H31年 1 月31日
H30年 5 月31日

所得の判定区分

33万円
　  まで

０円 5,149円
（９割）

41,192円
（２割）

２5,745円
（５割）

７,723円
（８.５割）０円でない

軽減後の被保険者
均等割額（軽減割合）

世帯の
総所得金額等
同一世帯内
の被保険者
と世帯主

当該世帯の被保険者
全員の各所得
公的年金等控除額は
80万円として計算

33万円＋27万5千円
　　　　　　×被保険者の数 まで

33万円＋50万円
　　　　　　×被保険者の数 まで
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健
康
診
査
・
人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
助

成
・
歯
科
健
診

▼
健
康
診
査

　
府
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

の
方
に
対
し
て
、
４
月
下
旬
頃
に
健
康
診

査
受
診
券
を
送
付
し
ま
す
。（
平
成
30
年

度
中
に
75
歳
に
な
ら
れ
る
方
に
は
、
誕
生

月
の
翌
月
に
送
付
し
ま
す
。）

　
受
診
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
効
期
限

ま
で
に
指
定
医
療
機
関
等
で
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。（
年
度
中
に
１
回
）

　
受
診
の
際
は
、
事
前
に
医
療
機
関
等
へ

お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、
受
診
券
と
被
保

険
者
証
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
長
期
入
院
中
や
施
設
入
所
中

の
方
は
、
病
院
・
施
設
に
お
い
て
健
康
管

理
が
図
ら
れ
て
い
る
た
め
、
健
康
診
査
の

対
象
か
ら
除
い
て
い
ま
す
。
な
お
、退
院
・

退
所
等
で
状
況
に
変
化
が
あ
っ
た
場
合
は

受
診
券
を
発
行
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
助
成

　
府
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

の
方
に
人
間
ド
ッ
ク
の
費
用
の
一
部
を
助

成
し
て
い
ま
す
。
助
成
を
受
け
る
に
は
、

健
幸
づ
く
り
課
へ
必
要
書
類
を
持
参
し
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
助
成
を
受

け
ら
れ
る
回
数
は
年
度
中
１
回
、
２
万
６

０
０
０
円
を
上
限
と
し
て
い
ま
す
。

必
要
書
類　
人
間
ド
ッ
ク
の
領
収
書
・
人

間
ド
ッ
ク
検
査
結
果
通
知
書
等
の
写
し
、

被
保
険
者
証
、
口
座
情
報
が
わ
か
る
も
の
、

印
鑑

▼
歯
科
健
診

　
後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
の
対
象
の

方
（
介
護
予
防
事
業
に
お
け
る
歯
科
保
健

事
業
の
対
象
と
な
る
方
を
除
く
）
に
対
し

て
、
４
月
下
旬
頃
に
歯
科
医
院
リ
ス
ト
を

送
付
し
ま
す
。
健
診
を
受
診
さ
れ
る
場
合

は
、
リ
ス
ト
記
載
の
医
院
に
事
前
に
問
い

合
わ
せ
の
う
え
、
被
保
険
者
証
を
忘
れ
ず

に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。（
年
度
中
に
１
回
）

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課
☎（
275
）６
３
９

２
ま
た
は
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

給
付
課
☎
０
６（
４
７
９
０
）２
０
３
１

介
護
保
険
料
仮
徴
収
額
通
知
書
を
送
付

　
介
護
保
険
料
は
、
前
年
の
所
得
金
額
を

も
と
に
決
定
し
ま
す
。
平
成
30
年
度
の
年

間
保
険
料
は
、
平
成
29
年
中
の
所
得
確
定

後
の
７
月
に
決
定
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま

で
は
平
成
28
年
中
の
所
得
を
も
と
に
算
出

し
た
仮
徴
収
（
暫
定
賦
課
）
の
保
険
料
を

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

対　　象 保険料の年額段階

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で
世帯全員が市民税非課税の方、世帯全員が市
民税非課税で本人の前年の合計所得金額＋課
税年金収入額が 80万円以下の方
世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金
額＋課税年金収入額が 80万円超 120万円以下の方
世帯全員が市民税非課税で第 1 段階、第 2
段階以外の方
世帯に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で前年
の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の方
世帯に市民税課税者がおり、本人が市民税
非課税で第 4段階以外の方
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が
120万円未満の方
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が
120万円以上、200万円未満の方

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が
300万円以上、400万円未満の方

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が
200万円以上、300万円未満の方

本人が市民税課税で前年の合計所得金額が
400万円以上の方

　介護保険は、介護や支援が必要な高齢
者とその家族をみんなで支えていく制度
です。保険料額は、3 年に 1 度、サービ
スの利用実績と、今後のサービス利用推
計や人口推計等により見直しが行われま
す。この度、表のとおり、保険料段階が
10 段階へ変更され、金額の見直しが行
われました。今後も保険料納付にご理解
とご協力をお願いします。

問合先　健幸づくり課
☎（275）6329

34,200 円

49,400 円

57,000 円

68,400 円

76,000 円

91,200 円

98,800 円

133,000 円

114,000 円

152,000 円

介護保険料の見直し
65歳以上の皆さんの介護保険料が見直されました
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▼
特
別
徴
収

　
老
齢
・
退
職
・
遺
族
・
障
害
年
金
を
月

額
１
万
５
千
円
以
上
受
給
さ
れ
て
い
る
第

１
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
）
の
方
は
、

年
金
か
ら
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
）
さ

れ
ま
す
。
な
お
、
仮
徴
収
期
間
（
４
月
・

６
月
・
８
月
）
の
月
割
保
険
料
は
、
本
年

２
月
に
引
き
落
と
さ
れ
た
保
険
料
と
同
額

を
徴
収
し
ま
す
。
10
月
以
降
の
保
険
料
は
、

７
月
に
決
定
さ
れ
る
年
間
保
険
料
額
か
ら

仮
徴
収
期
間
に
徴
収
す
る
保
険
料
を
差
し

引
い
た
額
と
な
り
、
10
月
〜
翌
年
２
月
の

期
間
で
徴
収
し
ま
す
。

　
特
別
徴
収
の
方
の
仮
徴
収
額
通
知
書
は

送
付
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
普
通
徴
収

　
特
別
徴
収
以
外
の
方
は
、
納
付
書
や
口

座
振
替
等
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
仮
徴
収
期
間
の
月
額
保
険
料
は
、
前
年

度
の
保
険
料
を
も
と
に
暫
定
賦
課
し
て
お

り
、
７
月
に
年
間
保
険
料
を
決
定
し
、
仮

徴
収
期
間
の
保
険
料
を
差
し
引
い
た
額
を

７
月
〜
翌
年
３
月
の
本
徴
収
期
間
で
徴
収

し
ま
す
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
２
９

▔各
種

重
度
障
が
い
者
な
ど
の
方
に�

タ
ク
シ

ー
等
利
用
料
金
助
成
券
を
交
付

対
象　
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
・
２
級
）

や
療
育
手
帳
Ａ
、
特
定
医
療
費
（
指
定
難

病
）
受
給
者
証
、
特
定
疾
患
医
療
受
給
者

証
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証

の
い
ず
れ
か
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

※�
交
付
は
年
間
最
大
24
枚
ま
で

申
請
・
問
合
先　
対
象
と
な
る
手
帳
ま
た

は
医
療
受
給
者
証
と
印
鑑
を
持
参
し
、
高

齢
・
障
が
い
福
祉
課
☎（
275
）６
２
９
４
へ

カ
ラ
ス
に
よ
る
ご
み
の
被
害
を
防
ぐ

た
め
に

　
カ
ラ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
ご
み
が
散
乱
す

る
被
害
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
ご

み
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
次
の
対
策
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

対
策　
生
ご
み
を
減
ら
す
・
生
ご
み
が
外

か
ら
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
・
防
鳥
ネ
ッ

ト
や
ご
み
箱
を
使
う

問
合
先　
生
活
環
境
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
６
６

点
訳
・
朗
読
奉
仕
員
中
級
養
成
講
座

日
程　
６
月
7
日
〜
11
月
29
日（
全
24
回
）

時
間　
朗
読
：
午
前
10
時
〜
正
午
、
点

訳
：
午
後
１
時
〜
３
時
30
分

場
所　
府
盲
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
［
大
阪
市

天
王
寺
区
生
玉
前
町
５
‐
25
］

対
象　
点
字
・
朗
読
奉
仕
員
初
級
養
成
講

座
の
修
了
者

募
集　
点
訳
・
朗
読
い
ず
れ
も
25
人

受
講
料　
無
料
（
教
材
費
の
負
担
あ
り
）

申
込　
５
月
15
日
（
必
着
）
ま
で
に
高
齢

・
障
が
い
福
祉
課
で
配
布
す
る
受
講
申
込

書
を
府
民
お
問
合
せ
セ
ン
タ
ー
「
○
○
奉

仕
員
養
成
講
座
」
係
［
〒
５
４
０
‐
８
５

７
０
（
住
所
記
載
不
要
）］
へ
郵
送
ま
た

は
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込
［U

RL

：

http://w
w
w
.pref.osaka.lg.jp/

］

※
申
込
後
、
筆
記
試
験
が
あ
り
ま
す
。

■
筆
記
試
験

日
時　
5
月
24
日
（
木
）

場
所　
府
盲
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

問
合
先　
高
齢
・
障
が
い
福
祉
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
９
４

※
同
時
に
「
要
約
筆
記
者
養
成
講
座
」
も

　
開
講
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

　
せ
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

　鴨公園のせせらぎ水路「水と緑の散歩道」で、
今年も４月中旬から約１ヶ月間、皆さんから頂
いた鯉のぼりを勢い良く泳がせます。
問合先　土木公園課☎（275）6417

鯉のぼり鯉のぼり
お家で使わなくなった

お譲りください
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普
通
ご
み
処
理
券
を�

�
上
手
に
使
う
た
め
に

　
毎
回
使
用
す
る
ご
み
袋
を
45
リ
ッ
ト
ル

か
ら
30
リ
ッ
ト
ル
に
す
る
な
ど
普
段
使
う

袋
よ
り
も
1
つ
小
さ
い
サ
イ
ズ
と
な
る
よ

う
工
夫
す
る
こ
と
で
、
1
年
間
で
普
通
ご

み
処
理
券
約
１
０
０
枚
の
節
約
と
な
り
ま

す
。
ご
み
の
量
に
合
っ
た
大
き
さ
の
袋
を

使
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ご
み
の
分
別
や
リ
サ
イ
ク
ル
を
徹
底
し

て
、
普
通
ご
み
の
量
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
生
活
環
境
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
６
６

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
に
ご
注
意
を
！

　
平
成
7
年
に
市
内
で
セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ

が
発
見
さ
れ
て
以
来
、
現
在
で
も
生
息
が

確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

見
か
け
た
ら
…
素
手
で
捕
ま
え
た
り
、
触

っ
た
り
し
な
い
で
駆
除
す
る
。

駆
除
の
方
法
…
ク
モ
は
踏
み
つ
ぶ
す
か
市

販
の
殺
虫
ス
プ
レ
ー
（
ク
モ
用
ま
た
は
ゴ

キ
ブ
リ
用
）
を
噴
霧
す
る
。
卵
の
う
は
、

踏
み
つ
ぶ
す
か
焼
却
す
る
。

も
し
、
か
ま
れ
た
ら
…
患
部
を
流
水
で
よ

く
洗
い
、
早
く
病
院
で
治
療
す
る
。
可
能

で
あ
れ
ば
、
か
ん
だ
ク
モ
は
殺
し
て
、
病

院
に
持
っ
て
い
く
。

問
合
先　
生
活
環
境
課

　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
６
６

姉
妹
都
市
協
会�

�

英
会
話
講
習
受
講
生
の
募
集

日
程　
5
月
17
日
〜
7
月
19
日
の
毎
週
木

曜
日
（
全
10
回
）

時
間　
上
級
：
午
後
６
時
〜
７
時
、
初
級

：
午
後
７
時
10
分
〜
８
時
10
分

場
所　
中
央
公
民
館

対
象　
姉
妹
都
市
協
会
会
員

※
姉
妹
都
市
協
会
で
は
随
時
、
会
員
を
募

　
集
し
て
い
ま
す
。

受
講
料　
５
０
０
０
円

申
込
・
問
合
先　
4
月
27
日
ま
で
に
姉
妹

都
市
協
会
事
務
局
（
秘
書
課
内
）
☎（
275
）

６
０
７
８

府
営
住
宅
総
合
募
集

　
新
婚
・
子
育
て
世
帯
や
一
般
世
帯
、
福

祉
世
帯
な
ど
の
応
募
区
分
ご
と
に
府
営
住

宅
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。
申
込
書
は

市
役
所
受
付
や
大
阪
府
営
住
宅
泉
大
津
管

働くママ・パパの

時短お片づけ講座
普段の家事にかかる時間を短縮して、家事と仕事が両立
できる時間を作り出しましょう！

５ 月 ２５ 日 「衣・住」編

６ 月 １５ 日 「食」編

前回のセミナーの様子

時間　いずれも午後２時～3時 30分
場所　アプラホール３階 (ギャラリー )
募集　50 人（先着予約）
※一時保育あり（先着予約 10人 /1歳～未就学児）
※お子様連れでも受講可。
申込・問合先　ハローワーク泉大津☎0725(32)5181

PART1

PART2

金
Fri.

金
Fri.

ハローワーク泉大津×高石市

( 部門コード 41＃)
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理
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

申
込
・
問
合
先　
4
月
16
日（
消
印
有
効
）

ま
で
に
大
阪
府
営
住
宅
泉
大
津
管
理
セ
ン

タ
ー
［
泉
大
津
市
旭
町
22
ー
45　
テ
ク
ス

ピ
ア
大
阪
３
階
、
☎
０
７
２
５（
２
８
）０

０
０
２
］
へ
郵
送
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
申
込
［https://w

w
w
.osakafuei-

jutaku.jp

］

※
申
込
に
は
、
収
入
基
準
な
ど
の
申
込
資

　
格
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ご
寄
贈
・
ご
寄
附
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す

◆
２
月
25
日
、
日
本
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
大

阪
連
盟
泉
州
地
区
高
石
第
３
団
か
ら
鴨
公

園
に
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
２
本
を
ご
寄
贈
、
植
樹

い
た
だ
き
ま
し
た
。

◆
3
月
19
日
、
大
阪
ガ
ス
株
式
会
社
泉
北

製
造
所
（
所
長　
吉
田
克
也
氏
）
か
ら
緑

化
基
金
に
対
し
て
11
万
５
２
５
０
円
の
ご

寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◆
3
月
19
日
、
大
阪
ガ
ス
小
さ
な
灯
運
動

南
部
支
部
（
代
表　
山
村
功
氏
）
か
ら
ふ

れ
あ
い
ゾ
ー
ン
複
合
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て

ベ
ン
チ
を
ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

みん
ないっしょ

に生きる社会を

人権に関わる記念日について
　

4
月
は
新
し
い
年
度
の
始
ま
り
で
、

入
園
式
や
入
学
式
、
入
社
式
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
に

は
１
年
を
通
し
て
、
節
目
と
な
る
日

が
巡
っ
て
き
ま
す
。
今
月
号
で
は
人

権
に
関
し
て
節
目
と
な
っ
た
記
念
日

を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

４
月　

２
日
：
世
界
自
閉
症
啓
発
デ

ー
（
自
閉
症
を
始
め
と
す
る
発
達
障

害
の
啓
発
）　

５
月　

３
日
：
憲
法
記
念
日
（
日
本

国
憲
法
の
施
行
を
記
念
し
、
国
の
成

長
を
期
す
る
）
、
５
日
：
こ
ど
も
の

日
（
子
ど
も
の
人
格
を
重
ん
じ
子
ど

も
の
幸
福
を
図
る
）
、
12
日
：
民
生

委
員
・
児
童
委
員
の
日
（
各
地
域
で

住
民
の
相
談
や
支
援
の
担
い
手
と
し

て
活
動
。
全
国
で
約
23
万
人
）

６
月　

１
日
：
人
権
擁
護
委
員
の
日

（
現
在
約
１
万
４
千
人
の
人
権
擁
護

委
員
が
全
国
各
地
で
活
動
）
、
12

日
：
児
童
労
働
に
反
対
す
る
世
界
デ

ー(

児
童
労
働
の
撤
廃
を
め
ざ
し
て

い
る)

、
20
日
：
世
界
難
民
の
日

（
難
民
の
保
護
と
援
助
に
対
す
る
世

界
的
な
関
心
を
呼
び
か
け
る
）
、
22

日
：
ら
い
予
防
法
に
よ
る
被
害
者
の

名
誉
回
復
及
び
追
悼
の
日
（
厚
生
労

働
省
が
、
ら
い
予
防
法
に
よ
る
被
害

者
の
追
悼
、
慰
霊
と
名
誉
回
復
の
行

事
を
行
う
）

７
月　

１
日
：
更
生
保
護
の
日
（
犯

罪
非
行
を
未
然
に
防
止
す
る
と
同
時

に
、
罪
を
犯
し
た
人
や
非
行
を
し
た

少
年
の
更
生
と
円
滑
な
社
会
復
帰
を

促
進
す
る
）

８
月　

28
日
：
「
解
放
令
」
の
公
布

（
明
治
４
年
、
明
治
政
府
は
そ
れ
ま

で
賤せ

ん
み
ん民
と
さ
れ
て
い
た
人
々
の
身
分

や
職
業
を
平
民
と
同
様
に
し
た
）

９
月　

８
日
：
国
際
識
字
デ
ー
（
識

字
教
育
の
重
要
性
を
世
界
に
呼
び
か

け
る
）
、
10
日
：
世
界
自
殺
予
防
デ

ー
（
命
の
大
切
さ
や
自
殺
の
危
険
に

気
づ
い
た
と
き
の
対
応
方
法
な
ど
に

つ
い
て
の
理
解
促
進
）

10
月　

１
日
：
国
際
高
齢
者
デ
ー

（
高
齢
者
の
権
利
や
高
齢
者
虐
待
撤

廃
な
ど
の
意
識
向
上
を
目
的
）

11
月　

11
日
：
介
護
の
日
（
介
護
に

つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
介
護
従
事

者
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
、
介
護

家
族
を
支
援
し
、
地
域
社
会
で
の
支

え
合
い
や
交
流
を
促
進
す
る
）
、
25

日
：
女
性
に
対
す
る
暴
力
撤
廃
の
国

際
デ
ー
（
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の

暴
力
、
性
犯
罪
、
売
買
春
、
セ
ク
シ

ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
女
性

に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶
を

目
的
）

12
月　

１
日
：
世
界
エ
イ
ズ
デ
ー

（
エ
イ
ズ
の
ま
ん
延
防
止
と
患
者
・

感
染
者
に
対
す
る
差
別
・
偏
見
の
解

消
）
、
３
日
：
国
際
障
が
い
者
デ
ー

（
障
が
い
者
問
題
へ
の
理
解
促
進
、

障
が
い
者
が
人
間
ら
し
い
生
活
を
送

る
権
利
と
そ
の
補
助
の
確
保
を
目

的
）
、
10
日
：
人
権
デ
ー
（
昭
和
23

年
国
連
総
会
で
、
世
界
人
権
宣
言
が

採
択
さ
れ
た
記
念
日
）

３
月　

３
日
：
全
国
水
平
社
の
創
立

（
大
正
11
年
、
「
人
の
世
に
熱
あ
れ
、

人
間
に
光
あ
れ
」
の
言
葉
で
結
ば
れ

る
水
平
社
宣
言
が
採
択
）
、
８
日
：

国
際
女
性
の
日
（
女
性
に
対
す
る
差

別
撤
廃
と
、
平
等
な
社
会
参
加
に
向

け
た
取
組
を
各
国
に
求
め
る
）
、
21

日
：
国
際
人
種
差
別
撤
廃
デ
ー
（
昭

和
35
年
に
南
ア
フ
リ
カ
で
人
種
隔
離

政
策
に
反
対
す
る
デ
モ
行
進
に
警
官

隊
が
発
砲
し
、
死
者
を
出
し
た
事
件

が
起
き
た
日
に
由
来
）
、
21
日
：
世

界
ダ
ウ
ン
症
の
日
（
国
際
的
に
ダ
ウ

ン
症
に
つ
い
て
の
認
知
度
を
高
め
、

よ
り
理
解
を
深
め
る
）

　

そ
れ
ぞ
れ
の
記
念
日
の
趣
旨
に
基

づ
き
、
人
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　

人
権
推
進
課

　
　
　
　
　
　

☎
（
275
）
６
２
７
９

お
知
ら
せ

子
育
て
ナ
ビ

健
康
だ
よ
り

相
談
窓
口

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス


